
インドの下層階級の保護についての法的考察

一一特に後進階級について

I 差別待遇禁止に関する怨法規定

インド窓法はその前文において， 「われわれイ

ンド国民はインドを主権民主共和国に組織し， そ

のすべての公民に……地位および機会の平等を確

保Jすることを厳粛に決意すると述べている。か

かる慾法の基本原理を実地するために， 1号法は，

一般原則として，公民に宗教・人種・姓階・性・出

生地を理由とする差別待遇を禁止している悶1）。

さらに特定事項についても， このような理由から

する差別待遇を禁止する規定を設けている。すな

わち，国家の公務への雇用任命に関しては，このよ

うな理由で差別待遇をうけることがないとし他2)

また搾取より保護される権利として，国家は公共

の目的のために強制役務を課することを妨げない

が，しかしその役務を課する場合にs この理由で

差別を設けではならないとしている他3）。また同

じ理由で，国家により維持されもしくは国家基金

の補助を受ける教育施設に学ぶことを拒否される

ことがないとされている他4)0 選挙に関しでも，

国会両院， 1+1立法府の一院もしくは両院に対する

選挙のため，すべての選挙区に一つの一般選挙名

簿を備えるものとして，何人も宗教・カーストな

どを理由として選挙名簿から除外され， または特

殊選挙名簿に加わることを要求されないことが定

められている他5）。このようにインド愈法は，人

I2 

おち あい Sょ たか

終 合淳隆

種・宗教・カースト・出生地・家系・階級・言語

・性を理由としての，公共生活，公機関における

差別待遇を禁止している。 またガンジーが社会改

革の主要目標として生命をかけた「不可制！賎民制」

の廃止は，その突を結び，第17条において「不可

触賎民lM」は廃止され，いかなる形式におけるそ

の慣行も禁止される。 「不可制l賎民制」より生ず

る無能力を強制することは，法律に従い処罰され

る犯罪となると規定された。諮：法はさらに私的日

常生活や私立の教育施設における差別待遇なども

同じように禁じている。すなわち，店舗・公衆食堂

・旅館や公衆の娯楽場への立入とか，全部もしく

は一部が国家基金により維持せられているかもし

くは一般公衆の用に供されている井戸・用水タン

ク・浴場・通路・遊楽地の使用に関して宗教・カ

ースト・人種・性などを理由としての差別待遇を

禁じ他6），私立教育機関でも国家基金の補助を受

けるかぎりは， このような理由で入学を拒否しで

はならないとしている（注7)0

II 後進階級のための例外的憲法規定

インド窓法はこのように公民聞に行なわれる差

別待遇を禁止しているが， これらの窓法規定は，

アメリカの独立宣言， フランスの人権宣言以来の

民主々義政府の憲法の共通の特徴たる平等原則を

うたっただけで， それ以上のものを出ていない。



インド社会には出生より生ずる因習的不平等待遇

また下層階級のもの自体に存する慢性的無気力・

無能さ， これに対する社会上府階級の11監ベつ・侮

ベつといった傾向がいまだに強く残っているo こ

のような社会状態、においては，平等原則を単に規

定することでは問題の十分な解決にならない。カ

ーストイズムは根強く 3 下層階級のものは， 自分

たちのカだげでは，真の望ましい平等の地位をか

ちうることはできないのである。このような考慮、

から，慾法起草者は前述の平等原則をさらに一歩

押し進めて，下層階級のものが他の公民と同じよ

うに平等の機会を得られるために法律上からも援

助しなければならないと考え，下問階級に特別の

保護・特権を与える例外規定をJ＆＜法に設けている。

すなわち指定住階・指定磁波に対する中央および

州の立法府における議席留保規定位8），公務およ

び公！！被に対する特権規定俗的がそれで‘ある。また

後進階級一般についても，第46条は「国家は国民

の弱小層，特に指定姓階および指定種族の教育的，

経済的利益を特別の配慮をもって促進し，社会的

不正およびいっさいの形式の搾取よりこれを保諮

しなければならない」と規定し，後進階級の保護の

ために特別の措置をとることを政府に命令すると

ともに，かかる権限を与えている。しかしてマドラ

ス州政府が， 1948年，平等原則に優先して，後進階

級らに特定、を与える政令 TheMadras Communal 

Government Order 他10）を出したが，第46条の精

神を実施するものと考えられるこの政令の合恋性

がtheState of Madras v. Srimathi Champakam 

Dorairajan, the State of Madras v. G. R. S. Sri-

nivasan事件において争われ，－無効とされたoす

なわち裁判所は「（第46条の〉当該原則は，明示的

に裁判所により強制することができない他11)0 こ

れに対して第 3鰐の基本的権利は神聖なものであ

り，第31高の規定による以外は立法府や行政府の

いっさいの法律や命令によってその搾利は奪われ

ぬものである0・したがって当該原則は基本的権利

に一致し，その補助として用いられねばならない」

仙 12）と述べ，岡原則が基本的権利に使先して後進

階級に特？与を与えることができないと判決したの

である他13）。そこでこのような訟法規定の不備を

補うために1951年の第 1回怒法改正俄14）において

新たな条項が付加された。すなわち，第15条〈宗

教，人種，姓階，性，出生地の事cl，による差別の禁止規

定〉に第4項を設け，同条の平等m、貝I］の例外的規

定として「本条もしくは第29条第2項は国家が社

会的教育的後進階級の公民もしくは指定姓階およ

び指定稲族の向上のため特別規定を設けることを

妨げるものではない」と定められたD また前述し

たように第16条は国家公務員の雇用任命に関して

差別待遇をなすことを禁じているが， ｛司条第4項

は， その例外的規定として「国家は国家の公務に

適当に参加していないと認める後進階級公民のた

め任命補職のため留保規定を設けることを妨げる

ものではないJと定め，積極的に，後進階級のも

のに職業の機会を与える規定を設けている。

歴史的にみて， このような特定の階級に特別の

保護を与えるという描z置は， イギリス統治時代に

もすでに存しており， その点からすれば，これら

後進階級保設の特別規定は， インド慾法における

目新しい規定とはドえず，単なる受け継ぎにすぎ

ぬともいえよう。 1935年のインド統治法他15｝は，

コミュナノレ・クツレーフ。の構成に従って，そスレム，

シーク， アングロ・インディアン，インド・キリス

ト教徒， 被圧迫階級およびその他クツレープに対し

てそれぞれ代表権を与え， グループ別に権限と利

益の配分を行なうことを定めている他16｝。だがそ

の目的とするところは， イギリスの海外領土に対
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する伝統的統治政策である Divideand Ruleの原

則に従つての政治的安定を目ざすものであり，下

層階級の人々の保護ということもあったろうが，

それは第2義的なものにすぎなかったのである

情的。しかしてインド慾法は形はそのまま受けつ

いだものであるにせよ， その目的とするところは

イギリスのそれとは異なり，下層階級の人々の社

会的地位・状態の改善を第 1とするものであり，

ここに両者の聞における本質的相違をみることが

できる。さらにインド窓法におげるこれら規定は，

一般規定としてではなく，平等原則規定に対する

例外規定としてのみ考えられていることである。

それは下層階級の人々の社会的・経済的・教育上

などの不平等性を除去する目的のためのみの例外

的措置として考えられており， これらの不平等待

遇が除去されたあかつきには廃止されることが予

定されているものもある位18）。であるからしてイ

ギリス統治時代にみられた各階級の独立を強固に

し，分割統治のためにこれを恒久的に保持してゆ

こうとする制度とは根本的に相違するということ

ができょう。

ill 後進階級の意義

それでは，下回階級のどのような人々が窓法上

の規定にいう後進階級といわれるのか。インド憲

法においては，後進階級という名称、は 2通りの意

味に用いられている〈注19）。第 1は指定姓階（即日〉，

指定種族（注21)および他の後進階級を総称し丈であ

る。第2は指定姓階・指定種族のいずれをも含まざ

る後進階級だけを指すものである。たとえば，第

16条4項「……いっさいの後進階級の公民のため

云々 Jの規定に使われているこの用語は第 lの意

味のものであり，第15条4項「…・・・社会的・教育

的後進階級もしくは指定姓階および指定種族の向
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上のため云々」の規定は第2の意味に使われたも

のである。 しかして「後進階級Jという用語は，

通常第2の意味を有するものとして使われ，指定

姓｜縫，指定租放とは区別して用いられているとい

うことができょう。実際その受益内容も後進階級

と指定姓階，指定種族との聞には相当の差がある

のである。たとえば職業の機会についても前者は

''reservation”だけであるのに対して他22），後者は

“consjstently with the maintenance of e伍ciency

of administration，，であるかぎり，考量されるも

のである悦却。また職業の機会の範囲についても，

前者は“servicesunder the state”に限られる

が位24入後者は“serviceand posts in connection 

with the affairs of state and union”とより広い

他25）。もっと重要な相違は，後者はロク・サパ＜mお）

および州の立法府の議席の留保山27）があるのに対

して，前者にそれがないことであるo このように

両者の間には，いくつかの相違点があることから

して，本論においても「後進階級」という用語は

通常用いられている第2の意味，すなわち指定姓

階，指定租族を除くものを指すものとして取り扱

うことにする。

インド窓法は「指定姓階」とは大統領が州の知

事と協議の後，姓階・人種・種族またはその姓階・

人種・種族内の部分もしくは集団を当該州もしく

は連邦領域における指定姓階とすることを公示で

き位制，それが指定姓階であると定義している

位29）。また指定種族についても， これと類似の規

定を設けて，定義を与えている〈法制。しかし後進

階級についてはなんらの定義も与えておらず， ま

たこのための基準すらも与えていない。ただ後進

階級に関する規定としては第340条があるが，同

条は， インド領域内の社会的・教育的後進階級の

状態および図窮状態を調査し，困難の除去，状態



の改善のため連邦または州により採らるべき措

置，そのための交付金などに関して勧告をなす後

進階級委員会の設立を規定しているにすぎない。

もちろん，後進階級委員会は，第 340条の勧告を

なすにあたって， その前提的仕事として，だれが

後進階級であるかを， まず決定しなければならな

いであろう。しかし問委員会が社会的・教育的後

進階級と指定したものは， たとえ大統領によって

受け入れられたにしても〈凶I), それは窓法にいう

後進階級になるとは考えられないのである。なぜ

なら怒法は第 366条24項において「指定姓階」と

は第341条に基づき本窓法のため指定姓階とみな

されるものをいうとし，「指定種族」についてもこ

れと同様な規定を設け， これらの定義を明文化す

る方法をとっているが， インド憲法のいかなる条

文にも「後進階級」とは第340条に基づき本締法

のため大統領が命令により明示した階級をいうこ

とがうたわれていないのである。あるのは指定姓

階および指定種族の中に含ませるために，大統領

が後進階級を命令により明示する規定だけである

位 32）。これをインド滋法が受け継いだインド統治

法に求めても得ることができない他33）。

かかる定義，決定基準がないのは，近代社会に

おいて，貧困・教育・生活水準の低さが特徴とさ

れる後進性の基準が， インドにおける後進階級の

決定基準としてそのまま適用されうると考えられ

てのことであろうか。しかしかかる状態はほとん

ど全インドの状態といいうるのであって， このよ

うな基準を採用することはインド全部をその基準

の該当するものとなしてしまうであろう。そうな

るとそれは単に部分的なインドの後進階級の問題

ではなく，全インドの国民の状態改善の問題にな

ってしまう。そうすると録法の意図したその中で

も特に遅れたものに対する保識は「絵に書：いたも

ちJ的存在に、ってしまう。そして後進階級のも

のは旧態を持続するか， ますます後進的になって

いくことになろう。

N 後進階級を決定する機関

n.~法規定にうたわれていないにしても，実際上

それではだれが後進階級であるかを決定するので

あろうか。インド窓法起草会議において「後進階

級とはだれを指すのか」という質問に対して，起

草委員長のアムベドカールは「どのコミュエティ

が後進的なものであるかの問題は，州政府の決定

にまかせている。後進的コミュニティというのは，

州政府が後進的であると認めるコミュニティであ

る」と述べ，州政府の後進階級の決定の乱用につ

いてのコントローjレは「機会の平等原則を破るも

のであるとして裁判所に訴えることによってなさ

れる」としている位制。事笑，後進階級は，指定

姓階・指定・極放の決定とは対照的に，地方的に決

定されてお D，中央政府はこれまで，この問題に

ついては指定姓階・指定種族に対する．と同じよう

な仕事・はしていなかった。そこでこのように地方

機関に決定がゆだねられる当然の結果として，そ

の基準，それに与える特権，仮宜についても州の

事情が悶ーでないことからして州ごとに相違を生

じ，統一的に適用される基準を見出すことは困難

になってくるのである。 しかして，その後統「的

基準の採用の必要は， この地方機関に後進階級の

決定をまかすとν、う憲法起草当時における考え方

を漸次変化せしめ，連邦政府は中央に後進階級委

員会を1953年に設立した。その設立目的は，国民

のどの部分のものが社会的・教育的・後進階級と

して取り扱われるべきかを考慮するために採用さ

るべき基準の決定， かかる基準に基づく当該階級

リストの作成， それらの状態を・調査することを第
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lの任務とするものであったほお。問委員会は2

年間にわたる調査，検討の後， 3巻からなる報告

書を提出した他36）。そこで同委員会は2399の後退

階級のコミュニティ・リストを作成し位37), それ

らの経済・教育・文化・政治的地位の向上のため

の種々の措置を勧告した。 またその決定基準とし

て， ヒン 1：ゥ社会の伝統的カースト制度における

低い社会的地位，一般教育の欠如，公務への不適

当な参加もしくは不参加，商業，究易などへの不

参加などを挙げた山38）。しかしてインド政府はこ

の報告書を慎重に検討した後， これらの勧告が受

け入れられないものとした。その主な理由は後進

階級の決定基準が客観的なものでなかったことで

ある位制。そこで中央政府は，州政府に対して，

明確な基準を決定するためのアド・ホックな調査

を行なうことを要求した位40）。しかしながら州政

府からの中央政府への回答は満足のゆくものでは

なく， 中央政府はさらにこの任務をインド戸籍本

暑に命じている。このように中央政府はしだいに

この問題に積極的に取り組み，後進階級の向上の

ための努力を重ねている。しかし窓法は中央政府

のかかる報告に基づく提案を，決定的に用いると

との保障を与えていない。たとえば，後進階級委

員会の作成したPストは，指定姓階，指定種族の

リストが法的拘束力を有し，法律によってしか変

えられないというような保障をどこにも与えてい

ない他41)。また州政府は委員会が，列挙したすべ

ての後進階級に対して特掘を与える義務を負わな

い。このことは「任命補職の摺保Jに関して明ち

かであり，第16条4項は，核条文の受益者は公務

に適当に参加していないと悶家が認める後進階級

であることを要求しているのである。であるから，

たとえリスト上のものでも国家が認めぬかぎり特

権は与えられぬことになる。
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V 後進階級決定の基準とその検討

以上みてきたごとし後進階級を決定する基準

はいかなるものであるかはきわめて困難な問題で

ある。明確な統一的基準を早急に定めることは容

易ではないと思われ，少なくとも当分の問，州ご

との決定にまかされてゆくであろう。この決定基

準の問題は， これまでにもいくつかの判例にもみ

られるので，以下これを検討し，その基準の妥当

性を論じていく。

決定基準の一つに用いられているものにカース

トがある。カ｝スト基準は指定姓階の場合には，

窓法上規定されており問題はないが，後進階級の

場合には， カーストによる定義という慾法上の明

文規定がなく問題にされるのである。 1960年の

Ramakrishna Singh v. State of Mysore Jj:J'.件に

おいて，後進階級の決定をカースト基準を用いて

なすことが慾法違反であるとして争われた。原告

は「第15条4項に基づき，例外として用いられる

カースト基準は，指定姓階に関してのみ許される

ものであって， その他の後進階級に対するカース

ト基準の使用は保障されていない」と主張した。裁

判所はこれに対して，「その例外的使用は指定姓階

のみに限られるものではない。第15条4項の全規

定は，第15条1項の全規定の例外をなものであヲ

て， 当該条項を細分して第15条1項の一部分は後

進階級に適用されないとすることは正しくない」

とし，後進階級の決定基準としてカーストを用い

ることをl器めている他42）。また B.Venkataram 

v. State of Madras事件では，地方下級裁判官の

任命について， マドラス政府がカーストなどを基

準として作ったコミュナノレ政令に基づき，ハリジ

ャン，モスレム，クリスチャン，後進的ヒンドゥ

らにその公務の留保を行なったことについて，原



告はこのコミュナJレ別割当政令は違憲であるとし

て，その無効を訴えた。これに対して裁判所は，

このコミュナノレ政令は第16条1項， 2項により保

障された基本的人権の侵害となることを認め， こ

れを無効としたが， この揚合でも州政府が，カー

スト基準に基づいて指定した「後進的ヒンドクJ

に対する公務の留保を認めている位制。

しかして裁判によってカースト規準の採用が認

められたということと， カースト基準を用いるこ

とが，後進階級の決定のために妥当であるかとい

うととは別問題であり， この妥当性について検討

を必要とされよう。指定姓階の場合には，かれらは

アンタッチャフ勺レ， ハリジャンという特定カース

トからなっており， かかる特定カーストなるがた

めに社会的に不平等な待遇を受けることが理解さ

れるのであるが，後進階級の場合にはカーストの

ために社会的に不遇であるということができず，

その直接的結ひ・つきが薄いように思われるのであ

る。ただ一般に下級カーストのものは従来まずし

い生活をしているということができょう。このカ

ースト基準の採用はいかなるものが当該カースト

に属するのかという問題をひきおこす。たとえば

そのカースト梢成員資格は単なる出生によって得

られるのか。そのカーストに対するロヤJレティに

よってか。カースト構成員の意見によるものなの

か。改宗により失うのか。カーストを否定するよ

うな運動に参加することによって失うのかという

ような問題を副次的にひきおこすのであるo 実際

にこのような問題が， いくつも起こっているので

あるo 後進階級に関する直接の事件ではないが，

指定姓階の定義にカースト基準を用いたことから

選挙に関寸る留保議席をめぐって， 1954年には

Chatturbhuj Vithaldas Fasani v. l¥在areshwar

Prashram事件において，マノリレ〈指定姓階の lサ

ブ・カースト〉がカーストを否定するヒンドゥのセ

クトを支持したこどにより指定姓階に与えられる

特権を失うものであることが争われている他44)0

1958年のボンベイでの Karwadiv. Sharm Char・ 

kar事件でもネオ・プデイズム運動を熱烈に支持

したことから，当該者がその帰属するカーストの

都成員資格を失うものであるかが争われている

他：45）。また1953年のトーマス事件では，キリスト

教にカーストのものが改宗したことによれその

カースト構成員資格を失うかどうかが問題にされ

ている｛注46）。これらは指定地階にカースト基・準を

用いたことから生じた事件であるが， カースト基

準を後進階級決定に用いることにより当然これら

の問題が生じてこよう。 さらにカースト基準を採

用することにより生ずる問題点は，地方ごとのカ

ーストの状態の観点からも検討されよう。それは

同じカーストでも地域によって社会的地位も財産

も職業の機会にも相当の聞きがあることである。

同一地域に住む同一カーストの悶にもそのような

差はある程度みられる。だからカースト基準が社

会的教育的後進性をもった集団を示すものとして

どの程度まで役立つものか問題とされるのであ

る。同一カーストの間でも社会的・教育的に相当

の差があるとすれば，恵まれたものが過度に利益

を受けることになり，慾法の目的とする社会のよ

り下層にあえぐ不遇の人々を援助してその向上を

はかるという本来の目的がそこなわれることにな

る〈出7)0 またカースト基準は宗教儀式と結びつく

ことから，後進階級の決定にカースト基準を用い

ることによって，後進階級は低次の儀式を行なう

ものと混同される可能性があろう（注48）。カースト

儀式上の地位がそのものの教育・社会的地位に関

係があろうが， それがただちに一致するものとは

考えられない。特権は低次の宗教儀式を行なうも
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のに与えられるということではなく，困窮状態に

おかれているものに与えられるものであるo

つぎに宗教基準についてはどのように考えられ

るか。前述の Venkataram事件〈法制では，裁判

所は， モスレムとク Pスチャンを後進階級として

扱うことを認めなかったが， それは宗教基準を用

いることができるかどうかについては触れていな

いのである。また 1953年の A.R. V. Achar v. 

State of Madras事件（注50）ではマ甘ラス市政法

（注51）第50節が規定するマドラス参事会におけるそ

スレム， イン 1：・クリスチャンらの議席の留保が

問題になり，裁判所はこれに対して同規定を違憲

とし無効にしたが， そこでも宗教コミュ．ニティが

後進階級となるかどうかを論じておらない。とれ

に対して指定姓階ぬ決定について，宗教基準を用

いることに，判例はこれをはっきりと支持してい

るのである。たとえば1953年の Gurmukukhv. 

Union of India 事件において，裁判所はシーク教

徒はヒン］！ゥの宗教を信仰するものではなし し

たがって指定姓階に与えられる特権を憲法上与え

られる権利はないとしている（出2）。また1952年の

マドラスでの Michaelv. Venkateswaran事件に

おいては，指定姓階のリストに載せられたカース

トのものが，キリスト教に改宗したことについて，

その改宗者は，立法府におりる留保議席に対する

候補者となることはできないとしている出問。こ

のように判例は指定姓階の決定基準として宗教を

用いることを支持しているが，後進階級の決定基

準として用いることに触れていないのである。そ

れは指定姓階というのは，不可制！制ということか

ら社会的に不平等待遇を受けているものである。

そしてこのような不可触制はヒンドゥ社会にのみ

存在するものであって， 一般的には他の宗教社・会

には存在しない。したがって改宗すれば， このよ
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うな社会的不平等から解放されるわけであって，

このような改宗者には特権を与える必要がなくな

るからであるo もちろん，改宗したからといって

一朝一タに状態の改替がなされるわけでないか

ら， 当分の閑特権を与えられたという事例もない

わけではない他54）。このように指定姓階の場合に

は不可触制とヒンドゥ社会との結びつきから宗教

基準が必然的にでてくるのである。しかし後進階

級の場合には，宗教がこれに結びつく必然性はで

てこないのである。それゆえ，半IJ例もこれについ

て論及しなかったと思われる。それに宗教基準の

採用は， カースト基準の採用以上に問題がある。

なぜなら宗教基準は，経済的もしくは社会的集団

以上の大集団に分類してしまうからである。そこ

へゆくと， カースト基準のほうが伝統的職業・社

会的地位に結びつき，まだよいように思われる。ま

た本基準を採用することは， カースト基準を用い

ることについていがれたと同じような問題， たと

えば，いかなるものが当該宗教に属するものとい

われるか。同宗教を信仰する親に生まれたものか。

その教義を信奉するものか。当該宗教の具．端者は

どうとり扱われるかなどの問題を当然生ぜしめよ

う。しかし， いくつかの期色誌はあるにせよ，カー

スト基準，宗教基準は後進階級に関しての明確な

基準が得られるまではある程度役立ち得るもので

あろう。

つぎに後進階級委員会が勧告しているような

位 55｝，「適当に公務に参加していないこと」を後進

階級の決定基準として用いることはどうであろう

か。マイソール州政府は，後退階級をブラフマン

以外の公務において逃当に代表されていないすべ

てのコミュニティであるとし， これらのコミュニ

ティに対して全体の 10ポストのうちから 7ポスト

を留保したが，この合窓性が B.S. Kesava Iyen・ 



gar v. State of Mysore事件出56）で争われた。 れる(l:1,58）。

裁判所はこれについて，第16条4項は「……国家 その他の基準としては， トラパンコーノレの小ユ

が国家の公務に適当に参加していないと認める後

進階級の公民のため」留保規定を設けることを認

めている。であるから， 国家はその自由裁量に従

って，公務民適当に参加していないと決定するこ

とができる。しかしながら，適当に参加していな

いことが認められたことは留保を与えられる必要

条件であるが，十分条件ではない。なぜなら留保が

与えられるには，適当に参加していないことに後

進的なものが付け加えられねばならないからであ

る。裁判所はか〈して適当に参加していないこと

が認められること自体が，後進性の決定的要件と

しなかった。またそスレムが公務に適当に参加し

ていないという事実認定に基づいて， カシミーノレ

政府が， その公務における不均衡を除外するため

一定数のポストを与えることを定めた政令は，適

当に参加していないというだけではそスレムが後

進階級になるという十分な理由にならないとされ

当該政令は無効にされている他的。この「適当に代

表されていない」ということそれ自体を後進性の

決定基準として受け入れることは， その社会が全

人口に対して有する人口の割合において公務を得

るということにもなり， それは結局コミュナノレ分

割になり憲法の基本原理を根本から破壊するもの

となる。後進性を決定する上において，州｜の自由裁

量があるからといって，社会分割にいたるような

権利までは与えられないことはいうまでもない0 ・

また後進性の決定基準として，経済基準もよい

ように思われるが， インドの80%以上のものが経

済的に後進的であるという事実は別としても， そ

れはインドにおける経済的後進性はほとんどすべ

ての場合，社会的後進性の結果であったという歴

史的事実を無視するものであるという批判がなさ

｝ロシア・コミュニティを後進階級に指定した場

合の人種基準， 女f生を基

よる基準がある (I主59〉。

以上その決定基準とその妥当性を論じたが，後

進階級の存在は現実のものであれかれらの状態

改善は緊急の問題であるo 国家は慎重に合理的基

準の採用を行なわねばならぬであろうし，後進階

級委員会などの諸・機関はそのためにいっそうの調

査・検討を行なうことが必要とされよう。また裁

判所は， かかる基準の使用が合法的なものか判断

することにより， 国家権力の乱用をコントローlレ

することが要求されよう。

VI 後進階級に与えられる保護，

特に留保持権について

それでは後進階級に対してどのような保設が与

えられるのであろうか。既述のごとし銭訟は，

第15条4項で社会的・教育的後進階級の向上のた

め特別規定を設けることができる。また第16条4

項で国家の公務に適当に参加していないと認める

後進階級公民のため任命補職のための留保規定を

設けることができるなどの規定を設けている。実

際，後進階級のものには，教育機関については，

入学についての一定数のシートの留保，奨学金の

賦与，ホステfレの優先利用などがあれ また公務

については， その職務に対する留保，受験にあた

っての年齢制限の緩和，受験費用の不要，受験資

格の緩和などがあるほか，住宅，福祉施設に対す

る便宜が与えられている。

しかして， このうち留保特権が最も重要なもの

と考えられるのであるが，留保はどのように考え

られるのか。その範囲はいかなる限度に及ぶのかー

I9 



またそれはどのように運用さるべきものか。また

その内容はいかなるものかについて判例を通じて

これを検討してゆくことにする。

そこで，第 1の問題である留保はいかなる範囲

に及ぶかについて，興味ある事件として前述の B.

S. Kesava Iyengar事件がある。本事件で原告は

第16条4項は同条 1,2項の例外的性質をもつも

のである。第16条4項の「留保」という文言は，

少数を意味するものでなければならず， 10ポスト

中のずポストの留保を後進階級に与えることはで

きないと主張した。これに対して，裁判所は，そ

の主張は十分理由のあるものであるが， この留保

は無効ではないとした。その理由は， これらの佳

命は一つの特定社会に行なわれたものではなく，

いろいろな後進階級コミュニティのおのおのに対

して行なわれたものである。原告は後進階級をま

ったく一つのものとして考えているが，後進階級

の各コミュエティのものは一つの独立したもので

ある。各後進階級に対する留保は十中のーっとし

て考えられ，それは少数であって第四条4項に反

するものではないというのであった〈断。〉。この事

件の示すものは国家は各後進階級に対して全体の

半数を越えない数を留保でき，すべての後進階級

を一つのものとして考え，留保を設けるというよ

うに制限されないことである。このように後進階

級を一つのものとして考えず， さらに細かく分け

て考慮することは，後進階級を一つのものとして

とらえ，常に後進階級のうちでも比較的進んだコ

ミュニティのものだけが，特権を享有し，それよ

りさらに後進的なものは， それを享有できないと

いうことがないという点で妥当であると思われる

のである。 しかし後進階級に与えた留保の総計が

企体のポストの半数を超える 70%になるのを認め

るととに問題があると思われるのである。憲法起
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草会議において委員長アムベドカーノレは「留保が

第10粂1項（現行の第16条 1, 2項〉に矛盾するも

のでないとするならば，留保されるシートは少数

のものでなければならない。そうしたときに初め

て，第 1の原則〈機会の平等〉が慾法上所を得，効

果的に作用するのである」位61)と述ベている。さら

にまたかれは，第10条3項（現行の第16条4項〉を

説明して「留保が1コミュニティもしくはいくつ

かのコミュエティに対してなされた場合， その総

数が国家ポストの総数の約70%になり，そして30

%だけが留保外のポストとして残された場合，一

般競争に開放される 30%は第 1原則すなわち機会

の平等原則を実施する点からして満足のゆくもの

であるとだれが言えようか」倒的と述べ，かかる

留保が適当でないとしている。もしも Kesava

Iyengar事件に示された見解が適当なものとする

ならば，極端な場合には，すべての公務を留保し

なければならなくなり，他のものは公務に参加で

きぬということも生じてこよう。事務能率や他の

コミュエティの利益をも考慮すれば， かかる見解

に問題があるのである。また留保を後進階級の各

コミュニティに与：えるといった方法ではなく，後

進階級人口の全人口に対して占める割合に応じて

考えるという方法もあるが，州政府の後進階級の

決定いかんによっては， これが過半数を越えるこ

とにもなり，前述したと同じ批判を生じよう。実

際にそのような事態が最も極端な形で生じ， これ

が1960年RamakrishnaSingh v. State of Mysore 

事件で争われた。マイツーノレ升｜は， その後進階級

のPストを作製したが，プラフマン，カヤースト，

ノミニア〈以上ヒンドゥ社会の上級カースト名〉，アング

ロ・インデ、ィアン，パーシーを除く全人口の 95%

を後進階級とした。そこでこれら 5 %のコミュニ

ティのものは留保特権から除外されることになっ



たのである。裁判所はこれに対して，除外された

コミュニティのものは，後進階級の保護規定によ

って差別される以上の差別を受ける。この政令は

また社会的教育的後進階級のためのものとはなっ

ておらず， 中進的な階級のためのものとなってい

る。これは第15条4項の意図するところのもので

はない。同条の目的は国家をして国民の少数のも

のに対して差別を設けたり， 中進的なもののため

に規定を設けることを可能にしようとしたのでは

ない。したがってこのような政令は窓法の要請に

反するものであり，鐙法に対する欺まん的行為で

あると判決した他的。このように後進階級を全人

口の95%までに指定することは，結局は，ほんと

うに後進的である階級のものが，留保を得ること

をきわめて困難にし，後進階級リストに含まれて

いるが，比較的進んでいる階級のものに不当に利

益を与えることになってしまうのである。さらに

後述するごとく，後進階級のものが留保によって

与えられている以上の数を実力によって一般競争

において勝ちうる能力があったとしても，本事件

のように後進階級の人口が多く一般競争に開放さ

れるのが，わずか5%ではその余地はまったくな

いといってよいであろう。これでは判決にあるご

とく，憲法の意図するものではないといわざるを

えない。結論的にいうならば「留保」の範囲は，

アムベドカーノレが述べているような， 留保された

シートの総計が全体の半数を越えぬこ与が合理的

であるように思える。他の判例もこれを支持して

おり位制，後進階級委員会レポートも留保は49%

を越えぬことを勧告しているほ的。

つぎにこの留保特権はどのように運用さるべき

であろうかが問題にされよう。 Raghuramulav. 

State of Andhra Pradesh事件俗的では，後進階

級のRは，ハイデラバードのオスマニヤナH立医学

校を志願した。その入試成績は，留保されざる一

般競争による合格者より高い点数を得たのであっ

たが，後進階級に留保された15%の数が，後進階

級に属するものでRよりよい成績を得たものによ

って占められてしまったという理由で不合格とな

った。そこでRは，これは窓法第15条，第29条に

保障される基本的人権の侵害であるとして訴えた

のである。裁判所はこれに対して， 「第29条に基

づき，個人は後進階級に属すると否とを問わず，

国家に維持され， もしくは国家基金の補助を受け

る教育施設に学ぶ権利がある。 しかしてこの基本

的権利は，社会的教育的後進階級のものの向上の

ため国家の設ける特別規定によって制限されるo

だがζの規定が後進階級の向上をはかったもので

あれ，実際には，かれらの権利を削減するもので

ある場合， かかる規定は全部もしくは一部無効で

ある」と述べ， 「この留保規定の湿用は，後進階

級に有利に用いられるとき作用し，後進階級の向

上のためにならないときは作用しないJ と述べて

いる。裁判所はさらに，この留保規則において「最

大限15%Jという言築・の代わりに「最小限15%J

という言葉で置きかえられるか，他の適当な方法

によって修正されることを提言すると判決してい

る。 1959年の V.V. Giri v. Dora事件において

も，最高裁判所はこれと伺趣旨の判決を下し，留

保は最ij、限度の保障として解さるペきで，留保さ

れざるVートに対する制限となると解されではな

らないとしている他的。これら判例の示すことは，

留保規定の運用は，後進階級の利益になるよう常

に用いられなければならないということであり，

これは教育の機会だけでなく，職業の機会につい

ても言いうることであろう。しかし，つぎのよう

な場合は問題は別である。後進階級のSはアンド

ラ・プラデシュ州立医学校を受験したが不合格に
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なった。かれはζれは憲法第29条の基本的権利の

侵害であるとして訴えた。その申立は，後進階級

の留保シートの合格者が留保外の一般入試で受験

できれば，自分は留保により入学できたのであり，

この方法によらない入試選考は逃慾であるという

のであった。しかし，このような 2通りの選考方

法は他のコミュニティのものにさらにハンディキ

ャップを与えるととになるのである。留保規則ほ

後進階級の利益を守るとともに，他のコミュニテ

ィのものの利益をも侵害しないように遮用さるべ

きである。裁判所はこの訴えに対して「実力で留

保された以上のシートを得ることができるが，留

保は実力で得られる以上のシートを保障するもの

ではない」と判決している他的。留保は最小限の

保障として役立つものであって， それ以上に荊j用

することができないのである。

第3の問題は，留保は量的なものだけに限られ

るのか， それとも質的なものをも含むのかの問題

である。これについての判例に1961年の General

Manager S. Railway v. Rangachari事件という

有名な事件がある。本事件では，イン｜；南部鉄道

局が，後進階級のものに対して上級職への昇進に

ついて留保規定を援用したことについて，昇進に

まで留保ができるのかどうかが争われた。最高裁

判所は，第16条4項の「適当に参加していないJ

という文言は，濫の面だけではなく，質的な面か

らも考慮されなければならない。最初の段階での

任命が数多くなされても， それは盤的なものであ

って質的に適当に参加されたとは言えない。同項

のいう“appointment”は最初の段階のものであっ

て“post”雇用後のそこでの上級職を意味するも

のである。したがって第16条4項の留保規定は，

任命の留保権のみならず，上級職への昇進の留保

権をも含むものであると考えると判決し，留保は
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盤的のみならず質的にもなされうることを示した

倒的。しかし本判決において，最高裁判所は，こ

のことが，後進階級のモノポリイをつくりだし，

あるいは他のコミュニティのものの利益を不当に

害しではならないととを斡告しているが， かかる

権利の乱用は十分際まるベきであろう。さらにか

かる留保をなすにあたっては，本判決の少数反対

意見にみられたごとき，行政の能率についての考

慮も当然払わるべきで，両者の均衡の上にたって

の留保権の行使が望まれるのである他70）。

VII む す び

以上甑法の基本原則と例外規定，後進階級の定

義，その決定基準とそれに伴う問題点， また後進

階級に与えられる保護について主として・法律面か

ら検討した。 しかして後進階級に関する銀法のこ

の特別規定は，例外的措置とはいえ，個人を必然

的に一定の柴田に結びつげる規定として批判があ

るのである。すなわちこのような優先待遇，留保

を与えることが長く続くことにより，強力な既得

権をつくりだし， これら規定を生ぜしめた社会悪

が除去されたあかつきにおいても， これを廃止す

ることが， きわめて図英(eになるという危怯，また

コミュニティ別の利益の配分はコミュナリズムの

意識を強くする。それは憲法協廃止しようとして

いる既存のカースト制度を維持することになり，

このカースト意識が政治にまでもちこまれる可能

性がある。そしてその結果，コミュナリズムによ

る利益配分が不可避的に増大することになり，窓

法の基本原則たる無差別，平等の原則が，根本的

にくつがえされるという持t判である〈注71）。このよ

うな批判は早くに憲法議会他均また後進階級委員

会などにみられる他73）。第15条4項，第16条4項

などの当該関連規定はあくまでも一般原則の例外



規定であって， できればこれらの規定ができるだ

け活用されずに済まされることが望まれる。一日

も早くそのような状態がインードにおとず札ること

を望んでやまない。だが最近知るところによると，

後進階級に与えられる特権を得んがために， それ

に該当しないと思われるものまでが後進階級であ

ると主張する傾向がみられることである他？の。こ

れは窓法の指向する目的とは逆行するものであ

孔この点からしでも，後進階級の決定基準がで

きるだけ早く設定されることが望まれる。それと

ともにこれら例外規定が，後進階級のものをいた

ずらに甘やかすためのものではなく運用さるべき

である。

〈注 1）第15条1項。

（注2）第16条2項。

（注3）第23条2項。

〈注4）第29条2項。

（注5）第325条。

〈注6）筋15条2羽。

（注7）第29条。

（注8）錦330糸，第 332条。

〈注9）第335条。

〈注目） この政令は，マドラス州立の大学の入学者

数を後退階級をはじめとする各コミュユティのものに

一定数ずつ割り当て，それぞれのコミュユティのもの

が割当数に応じて入学できるようにしたものである。

〈注11) 第37条は「本鮪〈第 4f,;f ＝国家政策の指滋

原理〉に合まれる規定は裁判所により強制することは

できない……Jと定めているロ

（注12) Szφreme Court Jom-nal （以下 S.C.よ

とす）， 1951, vol. 14, p. 313. 

〈注13) その後の JagwantKaur v. State of Bom-

bay lj~件においても，同趣旨の判決が下されている。

All India Reporter （以下 AIRとす）， 1952, Bom-

bay, p. 452. 

（注14) この第 l回虫法修正（theConstitution (1st 

Amendment) Act of 1951〕では，館15条，第四条，

第31条，第85条，都87条，第176条，第341-2条，第

372条，第376条の改Eがなされ，またこの改正で，第

9付則が新たに付加された。本改正の目的は，第15条

の「訟の前の平崎」をはじめとする基本的怖利の若干

の運用において経験された実際よの難点を除去するこ

とにあった。なお第15条の改正経紛については K.V. 

Rao, Fundamental Righ九1953,pp. 40～50にくわ

しu、。
（注15) Government Act of India, 1935, First 

Schedule. 

（注16) この点については G.S. Ghurye，“Caste 

and British Rule”， Caste, Class and Occupation, 

1961, pp. 178～212を参照されたい。

（注17) Report of the Backward Classes Commi-

ssion （以下 R.B.C.C.とす）， p. 127. 

（注18) このような幹別規定の廃止が明文化されて

いるものとしては，錦334~長の「i議席留保および特別

代表の10年後における廃止」規定がある。この期限は

1960年までということになっていたが，当該階部のも

のの状態改哲がいまだ満足のものとなっていないとい

うことから，さらに10年延期されて1970年までにされ

1 ・’切。

〈注19) インド自民法は“backwardclasses，，と同じ

な味で“weakersection of the people，，の用認を用い

ており， m滞の統ーがなされていないように思える。

〈注20) 迎’m・，ハ Pジャ γ，アウト・ :/Jーストある

いはアγ タッチャプル‘（邦語で不可蝕i出民〉などと呼

ばれ，イ γ ドのヒ γ ドゥ社会において最下回に属する

ものをいう。 1961年のセンサスによれば， その数は

6451万1313人で全人口 4億3860万8104人の 14.71%を

占めるD

〈注21).普通， トライブ，グ P ジンと nj•ば札，イン

ドの一般社会から離れて生活し，社会的地位は指定姓

階と同じ， もしくはより低い階回に属するものと考え

られる4その人口は1961年セγサスによれば， 2988方

3470人で全人口の6.81 o/oを占める。

（注22) 第16条4項参問。. 
（注23) 第 335条参照。

（注24) 第16条4項参照。

（注25) 第335条参照o

（注26) 第 330条参照。

〈注27) 偽・332条怠照。

〈注28）第341条1項。

〈注29） 第366条24項。

（注30) 第342条l項および第366条25項参照。

〈注31) 第340~長 2項参照。
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〈注32) 第338条3項参照。

〈注33) Public Division，初旬lWelfare in !lld叫

p. 217. 

〈注34) Constituent Assembly Debate 〈以下C.A.

D.とす）， p. 702. 

〈注35) Ministry of‘Home Affairs Notification, 

No. 70/53-Public, dated the 29th January, 1953. 

〈注36) Report of the Backwa1・d Classes Commi-

ssion, Vols. 3, 1955で第 l巻が MainReportで，第

2巻は Lists，第3巻が Minutesof Dissentとなって

いる。

〈注37) 2399の後進階級コミュユティのうち 913の

後進階級のコミュユティだけで約 1低1500万人を数え

るといわれる。

（注38) R. B. C. C., Vol. 1, pp. 40～50. 

〈注39) Timesザ India,Sept. 5, 1956. 

（注40) Government of India, Ministry of Home 

Aぽairs,Memorandum on the Reportザ theBack-

ward Classes Commission, 1956. 

（注41) 都341条2項，鰐342条2羽参照。

〈注42) AIR, 1960, Mysore, p. 345. 

〈注43) S. C. J., vol. 16, pp. 318～320. 

（注44) Supreme Court Report （以下 S.C.R.と

す）， • 1954, p. 817.本事件において最高裁判所は，こ

のようなカースト宏否定するセクトを支持したことに

よって，マハ々の資格を失うものではないと判決して

いる。

〈注45) AIR, 1958, Bombay, p. 296.本"JJi:件でも前

述の事件同様，構成資絡を失うことにならないと判決

されているo

〈注46〕 AIR,1953, Madras, p. 21. 
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〈注51) The Madras Municipal Act (JV of 191町．
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